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午前１０時 開会 

○澁谷委員長 皆さん、おはようございます。委員

各位におかれましては、御多忙の折、御参集いた

だきまして誠にありがとうございます。 

 ただいまから令和５年度予算審査特別委員会を

開会いたします。 

 本日の案件につきましては、本会議において本

特別委員会に付託されました議案第７号「令和５

年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第９号）」、

議案第８号「令和５年度大阪府泉南市介護保険事

業特別会計補正予算（第２号）」及び議案第15号

「令和５年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第

10号）」から議案第19号「令和５年度泉南市下水

道事業会計補正予算（第２号）までの以上５件の

計７件について御審査いただくものでありますの

で、委員各位におかれましては、よろしくお願い

申し上げます。 

 なお、本特別委員会に付託されました議案につ

いては、委員会付託事件一覧表としてタブレット

に掲載をいたしておりますので、御参照いただき

たいと思います。 

 それでは、議案の審査に先立ち、理事者から挨

拶のため発言を求めておりますので、許可いたし

ます。 

○山本市長 令和５年度予算審査特別委員会の開会

に当たりまして、委員長からお許しを得ましたの

で、御挨拶を申し上げます。 

 澁谷委員長、井上副委員長をはじめ、委員の皆

様方には、日頃から市政各般にわたる深い御理解

と御協力を賜っておりますことに対しまして、御

礼申し上げます。 

 本日の委員会は、さきの本会議で本委員会に付

託されました、先ほど委員長からございました議

案第７号、議案第８号、それから議案第15号から

議案第19号までの計７議案につきまして御審査を

お願いするものでございます。 

 何とぞよろしく御審査いただきまして、御承認

賜りますようお願いを申し上げまして、簡単では

ございますが挨拶とさせていただきます。よろし

くお願いします。 

○澁谷委員長 委員及び理事者に申し上げます。質

疑及び答弁につきましては、インターネット中継

を御覧の皆様に、発言者が分かるよう御起立いた

だきますようお願いいたします。 

 これより議案の審査を行いますが、議案の内容

につきましては、本会議において既に説明を受け

ておりますので、これを省略し、質疑から始めた

いと思います。これに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○澁谷委員長 御異議なしと認めます。よって審査

の方法については、提案理由並びに内容の説明を

省略し、質疑から始めることに決定いたしました。 

 それでは、これより議案の審査を行います。 

 初めに、議案第７号「令和５年度大阪府泉南市

一般会計補正予算（第９号）」を議題とし、質疑

を行います。質疑はありませんか。 

○竹田委員 第９号でしたね。（「７号です」の声

あり）ああ、議案第７号だ、ほんで補正予算９号

やね。 

○澁谷委員長 そうです。 

○竹田委員 すみません。１点だけちょっと確認を

させていただきたいと思っております。 

 戸籍の関係でございまして、総務費の中にござ

います戸籍振り仮名の法制化に伴う住基システム

云々の分、それから、これは510万円なんですけ

れども、その下の戸籍振り仮名法制化に伴う戸籍

云々のほう430万円ですかね。これは両方とも多

分一緒だなというふうに思うんですが、また、昨

日も同様だったかちょっと忘れましたけれども、

厚生文教常任委員会のほうでちょっと議論があっ

たかなというふうに思いますが、間違っていたら、

また御指摘いただきたいなと思いますので、お願

いします。 

 これは2023年６月に改正の戸籍法が成立して、

戸籍について振り仮名を付けていくと、こういう

ことだろうと、簡単に言えばそうだろうと思うん

ですが、ちょっといろいろ見させていただくと、

戸籍法については非常に大きな改正になるなとい

うふうに、私自身はそういうふうな印象を持って

おります。 

 そこで、この２つのまず補正額について、この

事業の中身について、少し詳しく説明いただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

○森市民課長 お答えいたします。 
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 事業内容でございますけれども、先ほど御披瀝

ありましたとおり、令和５年６月９日、いわゆる

マイナンバー法、行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律をはじ

めとする関連17法が改正されました。 

 戸籍関係でいいますと、戸籍及び住民票等の記

載事項に、氏名の振り仮名が追加されたところで

ございます。今回補正予算として計上させていた

だいた内容といたしましては、この法改正に対応

するために改修が必要となってまいります住民基

本台帳システム及び、これに連動しておりますコ

ンビニ交付システム、並びに戸籍の附票システム

この３システムについて、市町村負担に対応する

国庫補助として総務省において設定されました社

会保障税番号システム整備費補助金を活用して、

システムの改修を行うというものでございます。 

 具体的なシステム改修の内容につきましては、

細かな項目はさておき、大きな項目といたしまし

ては、このとおりでございますけれども、これま

で氏名の振り仮名というものが戸籍には付いてい

なかった。その部分について、振り仮名を付与し

ていくというところのシステム改修ということに

なってございます。 

 以上です。 

○竹田委員 ありがとうございます。 

 今、簡単に御説明をいただきましたが、いわゆ

る戸籍というものがあって、今まではこれは各市

町村で管理をしていたんですが、今後これが法務

省のほうで一元化をされると。要は法務省と、そ

れから各自治体で、これは管理という、そういう

認識でよろしいんですかね。 

 その中におきまして、１つは、今まで戸籍とい

うのは、その戸籍がある自治体で取得をするとい

うことだったのが、今後、要は法務省の管理もし

て、そして、それがネットでつながるということ

で、他の市区町村、いわゆる自治体でも戸籍の取

得が可能になると、こういうふうにあると思うん

ですが、このことの是非についてお尋ねをしたい

と思います。 

 それから、今コンビニという話もありましたが、

住民票、それから印鑑登録、これはたしかコンビ

ニで取れたと思うんですが、私も初めて住民票を

コンビニで、この間取らせてもらったんですけれ

ども、非常に便利やなというふうに思うんですが、

これコンビニという話があったんですが、コンビ

ニのほうでも、今後そういう展開がなされるのか、

その点についてお尋ねしたいと思います。 

 それから、問題は、今まで住民票や住基、特に

住基ですかね、住基については振り仮名を打って

いたのが戸籍について今回初めて振り仮名を付け

るということで、これをちょっと見させていただ

くと、要はその付け方、付与するそのことにつき

まして、これは法改正から１年以内において、戸

籍のある自治体から各戸へたしか通知が行くと、

こういうことになろうかというふうに思うんです

ね。 

 そこで通知をいただいた住民さんは、要はその

辺はちょっと僕もよく分かっていないんで教えて

ほしいんですけれども、それを確認して、これで

よろしいですよと、私でしたら竹田光良「たけだ

みつよし」というのが、これが平仮名か片仮名か

知りませんけれども、この振り仮名で、これで結

構ですよということを市役所に戻すことが、届出

というふうな解釈になるのか。 

 それとも、これは届出と書いておりますので、

自ら届けていくのか、この辺のところの作業とし

ては、どうなっていくのかお聞きしたいなと。 

 これが、もしその届出の通知がない場合につい

ては、要は今の住民基本台帳から、役所のほうが、

この人はこれだということで振り仮名を戸籍のほ

うに付与するということになっているんですが、

この点は、ちょっとどうなのか、改めてお聞かせ

いただきたいと思います。 

○森市民課長 まず、１点目でございますけれども、

他の市区町村で戸籍関係の証明書が取得できるよ

うになるということでございます。こちらについ

ては、令和元年度の法改正で令和６年３月１日か

ら施行ということで、法改正がなされたものでご

ざいます。 

 これに関する是非というお尋ねであったかと思

うんですけれども、（「いや、結構です。いいで

す。もう始まっているということですよね」の声

あり）はい。よろしいですか。 

 それから、住民票と印鑑はコンビニで取得可能
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であると、戸籍に関してもというお話、（「さっ

きコンビニという話が出たんで、すみません」の

声あり） 

 このコンビニ交付を当初導入した際にも御議論

いただいたかと思うんですけれども、戸籍の証明

書を取得する機会というものが、住民票、印鑑証

明に対してそれほど多くないという背景もござい

まして、コンビニ交付全体での利用状況、全国で

の利用状況を調べたところ、１％にも満たない利

用状況であったというところで、また本市が抱え

る特殊な事情といたしまして、コンビニのシステ

ムの事業者と戸籍システムの事業者、ベンダーが

別のベンダーであるというところもございまして、

費用負担がかなり発生する、そういったところを

勘案しまして、スタートとしましては住民票と印

鑑証明、この２種類でスタートをしたというとこ

ろでございます。 

 発足当時の状況と現在の状況というのは、ほと

んど変わってございませんでして、広域交付が実

現したということではございますけれども、コン

ビニ交付について、当初と比べて安価な価格で利

用が可能であるとか、そういった状況にはなって

ございません。 

 今のところは戸籍についてはコンビニ交付の導

入というのは難しいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 それから、振り仮名について、住民基本台帳の

ほうでもともと使用していた振り仮名について、

戸籍のほうに流用をするのか、あるいはまたその

戸籍の振り仮名を付与するに当たって、自治体側

から通知が届いて、その後どういったふうな対応

が必要になるのか、そういったお尋ねであったと

思います。 

 住民票に付与しておりますといいますか、現在

運用しております仮名につきましては、住民の皆

様からの届出、あるいは申出等によりまして、便

宜上、記載していたというような法的な位置づけ

になってございます。 

 今回の法改正によりまして、戸籍において公証

する事項、公に証明する事項というふうに法的に

位置づけされた住民票及び戸籍の付票等について

も、住所、氏名、生年月日等々同様の位置づけの

公証事項として取り扱われることとなったという

ことでございます。 

 その振り仮名を付与するに当たって、今後どの

ような形で進んでいくかというところでございま

すけれども、委員御披瀝のありましたとおり、自

治体側から、あなたのお名前の読み方はこれでよ

ろしいですかといったような通知をお出しすると

いう作業になってくると思われます。 

 実は、まだ細かい部分については未定のところ

もございますけれども、現在、法務省のほうから

示されているところによりますと、一旦住基側の

今運用している読み仮名を使用して、一定この読

み方でよろしいですかという通知を差し上げる。 

 このままでよければ、もうお返事は結構ですと。

もし違うようであれば、郵便になるかと思うんで

すけれども、返送をお願いする。それで返送を受

けた段階で、この方についてはこういう読み仮名

であるということを自治体側で把握をして、決定

をしていくということになってございます。 

 その後なんですけれども、もしお返事がなかっ

たとしても、それから１年間は変更が可能という

ふうな取扱いになるというふうに予定されており

ます。 

 以上です。 

○竹田委員 ありがとうございました。 

 その前の改正とちょっとごちゃごちゃになって

いる部分がありましたので、今課長から聞かせて

いただいて、その辺の整理が、私の頭の中ではよ

くされましたので、ありがとうございました。 

 戸籍でありますから、要はもうこの方の名前は

こういう読み仮名ですということが、これで仮名

を付与することで、もうはっきりするということ

だというふうに思うんですね。 

 最近は、様々な名前の、特に子どもたちについ

ては、もういろんな読み方があって、最近は出て

いないんですけれども、前に学校の入学式等々に

出していただいたら、入学の子どもいうて名前が

あったんですけれども、もう読めんなという正直

思ったんですけれども、それがきっちりと振り仮

名が付与されるということで、これは非常に大き

な、ある意味、何ていうんですかね、戸籍法の

やっぱり改正の１つだろうというふうに思ってい
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るわけであります。 

 そういった意味においては、１年以内には変更

は可能ですけれども、一旦この子ですということ

で役所が認めると、もうそこからは絶対変わらな

いというのが基本なのかなと思うんです。それが

戸籍だというふうに思うんですね。 

 ということは、やっぱり必要なのは、非常に市

民の皆さんに丁寧な周知と、それと情報をしっか

りとお与えいただいて、そしてこういうことです

よということを、しっかりと丁寧な説明をやっぱ

りしていただきたいと思うんですね。 

 振り仮名が付いてしまうわけで、僕は竹田光良

「たけだみつよし」というて「光る」に「良い」

と書くんですけれども、例えばこれ違う人やった

ら、「てるよし」という名前の人もいてるわけで

すよね。 

 そこで間違うことはないと思いますけれども、

１つ間違うたら、ずっとそういうふうになってし

まうわけですから、一人一人の住民さんからした

ら、非常に僕は大事な問題だというふうに思いま

す。 

 これから単に振り仮名を付与するよというだけ

ではなくて、非常にその辺は丁寧な、どうか情報

の届け方と、それと丁寧な対応をまず１つお願い

したいと思います。 

 このことについて何かあればお願いしたいと思

うのと、それともう１点は、今後この平仮名の付

与が、マイナンバーのほうにもしようじゃないか

というて検討もあるようなんですけれども、この

辺の議論というのは、何か情報があればお教えい

ただきたいと思います。 

 以上、お願いいたします。 

○森市民課長 この振り仮名といいましても、もう

お名前等の一部ということでございます。委員か

ら御指摘のございましたとおり、住民の皆様には

丁寧な周知が必要になってくるかと思います。 

 先ほど申し上げましたとおり、方法については、

まだ法務省のほうで検討されているところもござ

います。費用についてもかなりの費用がかかると

いうところで、国庫補助の対象になるかどうかと

いうところについても、まだ検討をされていると

いうところでございまして、なかなかこちらのほ

うでも、どういった体制でやれるのか。 

 先ほど申し上げました、その通知についても、

書留扱いの郵便で送れるのか、普通郵便になるの

かといったところも、なかなか検討が進まないと

ころではございますけれども、それとは別に広報

活動等につきましては、しっかりやっていきたい

というふうに考えてございます。 

 それから、マイナンバーについてでございます。

先ほど申し上げました法改正の時点で、マイナン

バー法についても改正が入ってございます。マイ

ナンバーカードの券面事項につきましても、振り

仮名の付与というのは、その時点で追加されてご

ざいます。 

 ですので、今後マイナンバーカードを、現在は

漢字の氏名だけですけれども、振り仮名について

も記載がされていくというふうになってございま

す。 

 以上です。 

○大森委員 まず最初に、今言った戸籍の関係で、

まだ分かっていないところもたくさんあるみたい

なんですけれども、その一方でやっぱりもう結論

ありきで進めてきているんかなというふうな感じ

はします。 

 今の話を聞いていても、例えば振り仮名の通知

が届かない人はどうするんか。そのときに見過ご

していて、１年以後に気がついたときにはどうす

るんかとか、そんな心配もありますし、これは

ちょっとお答えはいいですけれども、あとちょっ

とパソコンなんかで出てこない漢字というのは、

もう今はないんですかね。 

 昔は、例えばもう「クサナギ」さんとかいうよ

うなときは、なんか前にこうやって、くさかんむ

りが付いてとかいうふうな説明があって、漢字に

ならないやつが、まだ幾つかあるんじゃないかと

思うんやけれども、当用漢字にないもんとか、キ

ラキラネームみたいな、ああいう漢字の分とか、

ああいうのは全部対応できるようになってんのか、

その辺のところについてお答え願いたいと思いま

す。 

 あとやっぱり、ＩＴの人材が足りへんというこ

とをおっしゃるけれども、今の話でも、中でも決

まっていないところが、まだ不明なところがたく
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さんあるというふうに言うてはったけれども、そ

ういうふうなＩＴの人材不足の中で対応ができる

のかということが１つです。 

 あと、やっぱり振り仮名なんかの付与というの

は便利でいいと思うんやけれども、それが一括、

国のデジタル化で進めていく中で、プライバシー

が守られるんかとか、それからビッグデータとし

て、企業のもうけに利用されるのと違うかとか、

そういうやつがよく流出の問題もありますから、

そういうことも心配になるんですけれども、その

辺の対応というのは、分かる範囲でちょっと説明

していただきたいというふうに思います。 

 次に、障害児通所給付事業とかに関わってのこ

となんですけれども、泉南市での放課後等デイ

サービス給付金、今回金額がありますけれども、

何件あるのかね。 

 それと、つい昨日、おとといぐらいですかね。

ずっと新聞に出ています、部長さん、頭を下げて

いましたけれども、車から降りて飛び出したと、

多動のそういう障害のあるお子さんでしょうか、

亡くなったという事故がありましたけれども、あ

あいうことを受けまして、対応がどんなふうに

なっているのか、取られているのか、お答え願い

たいというふうに思います。 

 それと、同じく児童虐待防止対策等総合支援事

業等々の予算も計上されていますけれども、今、

相談件数などが分かれば教えていただきたいと思

います。 

 相談内容についても、今、芸能関係でいえば、

やっぱり児童と言われるような子どもたちへの虐

待が問題になったり、宗教二世のことが問題に

なったりしていますけれども、そういうふうな相

談が、どういう相談が増えているかとか、増えて

いないかとか、それから家庭児童相談室を充実し

てもらったんですけれども、その中での相談内容

とかが分かればお願いします。 

 あと、学校の体罰、これももう絶対あってはな

らないことですけれども、その辺の対策とか状況

が分かれば、教えていただきたいというふうに思

います。 

 それと、49ページにありますけれども、生活保

護の関係で質問させてもらいます。 

 泉南市はコロナ禍の下でも、あまり生活保護の

利用者が増えていないということでお聞きしてい

たんですけれども、今回はやっぱり１億円の予算

増やして、大分人数が増えている、利用者が増え

ているようなんですけれども、その背景にあるも

のがどんなものか、ちょっと知りたいので、質問

させてもらいます。 

 単純に、最新のやつで生活保護の保護申請数、

それから保護開始数、申請却下数、申請の取下げ

数、却下取下げ率についてお答え願いたいという

ふうに思います。 

 利用を申し込まれた方の理由とか、相談内容、

どういうところで困っているとか、こんな理由で

生活保護を利用したいと、そういう中身を教えて

いただきたいと思います。 

 それから、却下取下げした理由についてもお答

え願いたいというふうに思います。 

 それとあと、これも最近のニュースでありまし

たけれども、群馬県の桐生市というところですか

ね。生活保護を利用する50代の男性に１日1,000

円ずつ手渡していたということが問題になりまし

たけれども、そんなようなことが、もちろんない

と思いますけれども、そんなことが確認の意味で

質問させてもらいます。 

 以上です。 

○澁谷委員長 答弁お願いします。どなたから。 

○野中障害福祉課長 では、私のほうからは、障害

児通所の件でお答えさせていただきます。 

 放課後等デイサービスの事業所数なんですが、

泉南市内19事業所がございます。放課後等デイ

サービスの事業所の指定、指導、監査の権限にお

いては、大阪府となるんですけれども、泉南市に

おいても、放課後等デイサービスの市内事業所の

連絡会を設置しまして、情報共有を図っていこう

としているところでございます。 

 以上です。 

○森市民課長 私からは、戸籍法の改正、戸籍の振

り仮名に関する御質問に対して御説明をいたしま

す。 

 パソコン上の外字、あるいは読みの難しい漢字、

それから一般的にはちょっと読みづらい読み仮名

の対応というところでございます。氏名の振り仮
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名につきましては、読み方として一定参考になる

ルールというものが示されてございます。抽象的

な書き方でございますけれども、一般に認められ

ているものでなければならないというようにされ

てございます。 

 ただ、現に使用している読み方が通用している

ことを称する書面を提出すれば、その読み方で届

出をすることができるというふうにもされており

まして、この辺はなかなか難しいところでござい

ますけれども、一般的に認められている読み方か

どうかというのは、社会において利用され、慣用

されているかという観点から判断をされるという

ふうにされているところでございます。 

 それから、ＩＴ人材の不足という点でございま

す。確かに本市においても不足というところはあ

るのかなというふうには感じてございますけれど

も、今回補正予算として計上させていただいた内

容といたしましては、ベンダーに対する委託料と

いう内容でございます。ベンダー側においても今

回の法改正も非常に大きな法改正でございました

し、先ほど少し申し上げました、令和元年の法改

正においても、非常に大きな法改正でございまし

て、しかも全国的にどこの自治体でもシステム改

修が発生しているというところがございますので、

なかなかベンダー側においても、ＩＴ人材の振り

分けが難しいというふうな、話を聞いてございま

す。 

 ただ、そうはいいましても、法制化ということ

で、もう一定決まっている内容でございますので、

その辺についてはベンダー側のほうと協議をして

進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

 それから、情報の流出がないのか、プライバ

シーの問題というのが発生しないのかという点に

ついてでございます。この内容といいますのは、

インターネット上に流出するという内容というこ

とではございませんでして、今の住基システム、

戸籍のシステム、閉鎖されたネットワークの中で

運用している通常の氏名等に振り仮名の情報をさ

らに追加するという内容でございますので、この

点については、基本的には心配のないものという

ふうに捉えてございます。 

 以上です。 

○竜田福祉保健部次長兼生活福祉課長 私のほうか

らは、生活保護関係の質問についてお答えさせて

いただきます。 

 まず１点、この生活保護に係る背景なんですけ

れども、やはりこの令和５年１月からコロナ関係

の貸付金の償還が始まったというところで、さっ

き委員御指摘のとおり、１月以降相談が増えて、

それに伴って保護適用者が増えているという状況

です。 

 数字なんですけれども、まず令和５年に入りま

して４月から10月までの７か月ですけれども、こ

の間、申請は89件、取下げが１件、却下が10件で、

保護の開始が75件になります。 

 取下げ率は、申請が89、取下げ１ということで、

1.1％になります。 

 主に、申請理由、保護の申請理由ですけれども、

先ほどお話ししたような状況がありますので、最

近で多い理由としましては、貯金等の減少、喪失、

あるいはその他働きによる収入の減少、あるいは

世帯主の傷病というのが大きな理由の３つになっ

ております。 

 あと、取下げの理由なんですけれども、この辺

は、さっきの却下ともつながってくるんですけれ

ども、申請があった後、こちらのほうで預貯金調

査とかをさせていただきます。 

 それで、本人さんが気づいていなかった預貯金、

あるいは保険の解約金が出ることが分かったと。

そのときに本人にお伝えして、それでは取下げし

ますという方もありますし、そのまま審査という

か、続けてくれということで続けますと、一定預

貯金があるということで、結果としては却下にな

るということです。 

 あと１点、答弁漏れがあって申し訳ありません。 

 先ほどありました、群馬県のような事実、この

泉南市でということなんですけれども、そういっ

たことはありません。 

 以上です。 

○仲保育子ども課長 保育子ども課におけます対象

事業についてお答えいたします。 

 今回の児童虐待防止等対策総合支援事業補助金

の計上といたしまして、子ども総合支援センター

におけます障害児の訪問支援事業につきまして、
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集団生活を営む子どもの対象施設、保育所、幼稚

園、小学校、中学校等に関しまして訪問支援を

行った件数といたしまして、令和４年度実績とし

ましては35件でございます。 

 以上でございます。 

○奥野家庭支援課長 私のほうからは、家庭児童相

談室の相談件数についてお答えさせていただきま

す。 

 令和４年度の相談件数が延べ1,342件でござい

ました。また、虐待件数につきましては242件で

ございます。 

 すみません、訂正させていただきます。令和４

年度の相談件数が１万3,042件でございます。失

礼しました。 

 虐待件数が242件でございます。また、令和５

年度８月までの数字なんですが、相談件数が

4,545件ということで、前年度並みか、若干

ちょっと下がったような相談件数になってござい

ます。 

 また、令和４年４月から８月までの虐待件数が

123件となっておりましたが、令和５年４月から

８月までの虐待件数が36件と、非常に減ってござ

います。こちらにつきましては、家庭児童相談室

が非常に人数を充実させていただいておりまして、

相談件数というのは、さほど変わっていないんで

すが、虐待に至るまでの予防というのが非常にで

きているというところで、虐待の件数が非常に下

がりまして、前年比でも30％ほどになってござい

ます。 

 以上でございます。 

○澁谷委員長 教育委員会のほうで、学校のほうの

体罰ということですね。答弁漏れがありますが。 

○桐岡教育部長 学校におきましては、問題行動不

登校児童生徒指導上の諸課題というふうな形で、

数字をまとめさせていただいておりますけれども、

現在のところ正式に学校のほうから体罰の件数と

いうのは上がっているものはございません。 

 ただし、不適切な対応等があった場合には、当

然子どもからの聞き取りも含めまして、スクール

カウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の

専門家との意見交換を含めた上で、その対応のほ

うを検討していく予定としております。 

 以上です。 

○大森委員 まず、放課後等デイサービスです。19

か所という事業所ということであります。利用者

の数、学年別で分かれば教えてください。 

 それと、ちょっと言うていた、この間、事故が

あったような、亡くなった方、バスを降りた時に、

ちょっと今資料を持っていないんで、ちょっと見

た範囲のことでしか言えません。御存じですよね、

中身はね。 

 あの対応というのは、あれを受けてあれはなん

か２人で付かなあかんところが１人しか付いてい

なかったということが原因だというふうに読んだ

り、聞いたりしたんですけども、ちょっとその辺

のところの点検とかされているのか、もう一度お

答え願いたいと思います。 

 それと、戸籍のやつで言えば、自分がこういう

読み方やと一般的にはね。よくありますよね。こ

れこんなふうに読むんですかというのがあります

よね。 

 そういう場合はあれなんですか、一般的じゃな

いとかいうふうに判断されて、場合によっては、

これじゃ読み方としてあきませんということにも

なる可能性があるんですかね。 

 多分いろんな外国籍にルーツを持つ方でしたら、

そのカタカナに合わせて漢字を当てはめたりする

と、一般的にこういう漢字、こんな読んで組み合

わせでええのかみたいなことがありますわね。そ

ういう場合は、一般的じゃないというふうに判断

されたら駄目な場合もあるんですかね。ちょっと

その辺のところ、もう一度お答えください。 

 それから、１億円ですね。生活保護の利用者が

増えるみたいなことで、１億円の予算を組まれて

いますけれども、これは、どれぐらいの人数を考

えておられるのかね。 

 それと、却下とか取下げの中に預貯金が、調べ

たらあったということだけれども、多分ここまで

相談をされる方やから、年金が少なかったり、無

年金であったりとかいう方なんで、預貯金がなく

なれば、また利用申請もされるし、利用もできる

ということになると思うので、やっぱり大分あれ

ですかね。本当に人数を聞いて、びっくりするぐ

らい利用者が増えているなと思うんですけれども、
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やっぱり生活が大変な方が増えてきて、何とか、

今までは生活保護を利用せんとやっていきたいと

いう方が、やっぱり物価高で大変になって駄目に

なったというようなことが、やっぱり増えている

んでしょうかね。その辺のところと相談件数はど

うなんですかね。取りあえず聞きますという相談

も増えているんかと思いますけれども、それこそ

今ケースワーカー１人で何人ぐらいの対応をされ

ているんですかね。 

 こんだけ相談とか利用者が増えたら、どうです

か、１人のケースワーカーで何件というふうな大

体ガイドラインがあると思うんやけれども、それ

を越えるような状況になるんじゃないんですかね。 

 そういう場合、人を増やすような必要があるん

じゃないかと思うんやけれども、その辺のところ

をお答えください。 

 それと、子どもの虐待に関しては、やっぱり相

変わらずとか、相談は多いので驚くんですけれど

も、１つは、相談員が増えて体制が整ってという

ようなことをおっしゃっています。それは本当に

よかったことなんやけれども、加害者というか、

虐待する側への、どういうんかな、教育とか、そ

れから啓発とか、そんなもんも守るだけじゃなく

て、起こす人、虐待を起こす人、それへの対応と

かいうのができているんかどうかというのを、

ちょっとお答え願いたいというふうに思います。 

 それと、体罰は、学校の体罰は本当にないに、

もうあったら大問題になるし、絶対なくしていか

なあかんことやけれども、やっぱり今の子どもた

ちの置かれている状況とか、先生が大変な仕事が

増えているという状況で、こういう研修なんかも

常々やっておられるんですかね。体罰に関して。

ちょっとその辺のところをお答え願いたいと。 

 それと、図書費で50万円ということですけれど

も、これは寄附なんですかね。個人の寄附でなっ

ているのか。50万円のその使い道とか、使い先と

か、一般質問でもなんか蔵書率の質問がありまし

たけれども、それでちょっとぐらいは良くなるん

ですかね。その辺のとこが、50万円あっても古い

やつを捨てなあかんようになっているから、そん

な蔵書率は変わりませんという話なのか。ちょっ

とその辺のところもお答えください。どういう本

を買うか、予定があればお答えください。 

○仲保育子ども課長 障害対象の子どもさんに付き

ます子ども総合支援センターに関しましては、送

迎の通園バスというのは行っておりません。 

 あと、お子様とかに関しましては、保護者の方

が施設に直接連れてこられますので、適切な対応

を取っております。 

○野中障害福祉課長 私のほうからは、放課後等デ

イサービスについて答えさせていただきます。 

 利用者数なんですけれども、令和４年度の実績

においては257人、令和５年９月で実績見込みと

しましては276人となっています。 

 学年別については、集計のほうがしておりませ

ん。 

 事案については、大阪府から各事業所へこう

いった事案があれば各通知等が行っているという

形と、あと指導監査において、大阪府のほうで各

事業所への指導監査を行っているということです。 

 泉南市においても、利用者の方から事業所への

苦情であったりとか、何か事業所への不信感とか

があった場合の相談については、相談をお聞きし

たものを大阪府の指導担当課のほうに連絡をさせ

ていただきまして、対応させていただいていると

ころでございます。 

 以上です。 

○奥野家庭支援課長 私のほうからは、虐待を起こ

す側のケアというところで答弁させていただきま

す。 

 家庭児童相談室は、子ども家庭総合支援拠点と

いう形でバージョンアップをさせていただいて、

本当に子育ての家族全般での相談を受け付けてご

ざいます。 

 そういった中で、虐待が起きた場合は、当然、

家族のケアというのをやるという流れになってご

ざいます。 

 また、子どもだけの相談ではなくて、親の相談、

そして保護者の相談等も受け付けている中で、定

期的なケアをしているという状況になっておりま

すようです。 

 以上です。 

○桐岡教育部長 教員の研修につきましては、議員

御指摘のとおり、体罰は絶対起こしてはならない
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という認識の下、研修の中で指導力の向上、それ

から学力向上の研修、能力の向上等の中において

教員が持つべきモラルの一端として体罰を来して

いてはいけないというような研修の中身を含めて、

毎年計画的に行っているものでございます。 

 以上です。 

○竜田福祉保健部次長兼生活福祉課長 では、順番

に回答させていただきます。 

 まず１点目、保護の相談件数なんですけれども、

こちらも今年４月から10月までの７か月で227件

となっています。こちらにつきましては、今、相

談員、こちらを２人配置していただいているので、

その２人、そこで足りない場合は、ケースワー

カーが相談を聞くという体制で臨んでいます。 

 その数、ケースワーカーの数なんですけれども、

現在８名ということで、１人当たりの対応件数が

98.8世帯となっています。こちらのほうは、社会

福祉法では１人のケースワーカーは80世帯という

基準がありますので、そちらからは大きくはみ出

ているということで、こちらも人事のほうには、

こういった根拠、法律でも決まっているというこ

とで、人員配置の要望はしています。 

 以上です。 

○森市民課長 私からは、戸籍の読み方、一般的で

ない場合もあるのではないかという御質問でござ

いましたので、お答えをいたします。 

 まず、先ほど申し上げましたとおり、法務省側

からは様々ガイドラインが出ているところでござ

います。一般的に認められている読み方以外でも、

現に使用されている氏名の読み方であれば許容す

ることを予定されているでありますとか、それか

ら、本籍地の市町村長が戸籍の氏名の振り仮名を

記載する場合の審査に当たっては、幅広く許容し

てきた我が国の命名文化を踏まえた運用とする予

定である。 

 それから、単なる漢字としての読み方ではなく、

氏名として用いられる文字の読み方として、一般

に認められているものを指しており、その読み方

が社会において利用され、慣用されているかとい

う観点。 

 具体的には、漢和辞典など一般の辞書に掲載さ

れている読み方については幅広く認められると。 

 ただ、一般の辞書に記載されていない読み方に

ついても、届出人から個別に説明を聞いた上で、

社会において利用され、慣用されているものかど

うかを判断することになるというふうにされてい

るところでございます。 

 抽象的な話が多いわけでございまして、現場の

窓口としては混乱することも予想されるわけでご

ざいます。基本的な対応といたしましては、届出

をいただいた読み仮名、振り仮名ですね。これに

ついては、もう尊重していく方向でということで

考えているところでございます。 

 以上です。 

○竜田福祉保健部次長兼生活福祉課長 あと１点、

先ほど答弁漏れがありましたので、１億円の根拠

をどのぐらいの人数を見ているのかということが

ありました。 

 こちらにつきましては、先ほど言いましたよう

に、今保護を受ける方が増えているということで、

令和４年12月で930人であったものが、令和５年

10月で約980人ということで、かなり増えていま

すので、やはりひとり世帯の場合ですと、大体月

十二、三万円の保護費がかかるということで、そ

の辺りで今増えている分、それからやはり医療費

もかなり増えていますので、月平均、それからこ

の伸びを考えて、今年の決算見込みにした上で、

今回の補正を上げさせていただいたということに

しています。 

 以上です。 

○大森委員 答弁が抜けているところがあるので、

ちょっとお答え願いたいんやけれども、通知が届

かない人、戸籍でいえば、振り仮名でこれでオッ

ケーですかと、返ってくるところ、簡易書留かど

うかいうところも、まだ分からないとおっしゃっ

ていたけれども、その場合はどうなるのか、お答

え願いたい。 

 それと、今も生活保護の利用者が増えてきて、

ケースワーカーの人ももう手いっぱいという状況

ですよね。もうこれから相談も増えていくでしょ

うから、人事課のほうとして、その増員というの

は検討されておられると思いますけれども、どう

ですかね。増やしてもらえそうなんか、その辺の

ところは検討段階、今の数でいえば、本当に今す
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ぐ対応してもらわないと大変かなと、子ども児童

相談センターですかね。家庭児童相談員、もうこ

れが増えていろんな対応ができたという話も、人

数を増やしてもうて変わったということがありま

すけれども、ちょっとその辺のところをどう考え

ておられるのか、お答え願いたい。 

 それから、図書の話、図書５万円予算がありま

すよね。だから、それが個人の寄附とか、どうい

う入のお金はどこからのお金か。寄附というと、

なんか説明を聞いたような気がしたんやけれども、

どういう５万円の具体的に本の使い道とか、どう

いう本を買う予定になっているかとか、どこに置

く本だとか、ちょっともうそういうところがあれ

ば。 

 蔵書率が増えるんかみたいなところも分かれば、

いや、もう古い本がたくさんあるので、それはも

う捨てるから、それに当てはめるとか、なんかそ

んなことでも分かればお答えください。予定が

立っていればお答えください。 

○澁谷委員長 分かればですね。 

○石橋文化振興課長 図書の寄贈の分ということで、

図書購入費です。５万円補正させていただいてお

ります。これはソロプチミストりんくうのほうか

ら御寄贈をいただきまして、毎年頂いておるんで

すけれども、これはソロプチミスト様から頂きま

して、ソロプチミスト様の趣旨にかなうような内

容の女性の啓発であるとか地位向上、そのような

本を購入させていただくということで、予算を組

んでおります。 

 以上でございます。 

○奥野家庭支援課長 私のほうからは、家庭児童相

談室の人数、充実したということで、どのように

変わったかということなんですけれども、もとも

と相談員が４名でございました。昨年度の途中か

ら今年度にかけて増員をしていただきまして、３

名の増員で、今現在７名で相談対応をしておりま

す。 

 そういった中、保健師だとか、心理士だとか、

あと社会福祉士、そして保育士、その中にも重複

した資格を持っている方を採用していただいたと

いうところの中で、相談を受けた場合の対応とい

うのも、事後訪問だとか、非常に丁寧な対応がで

きるようになったのかなということです。 

 あと、ちょっと不安だなというような市民さん、

御家族に対しても、未然にちょっと１回訪問に行

きましょうかというような対応もできるように

なったというところで、先ほど申し上げたとおり

相談件数が若干減っていますが、そこはさほど変

わってございません。 

 その中で、虐待の認定数が大幅に減ったという

のが、非常に効果が出ているのかなというふうに

考えてございます。 

 以上です。 

○森市民課長 失礼いたしました。通知が届かない

場合、あるいは返送がない場合については致し方

ないかもしれませんけれども、こちらから送った

通知について、返ってきてしまったであるとか、

御本人さんの下へ届いていない場合についてとい

うことでございます。 

 現在、法務省のほうから出ている内容といたし

ましては、その他の方法といたしまして、振り仮

名の収集については書面によるほか、マイナポー

タルを活用することを含めるなど、市区町村にお

いて極力負担が生じないように配慮をするという

ようなところまでしか出ておりません。 

 ただ、この問題につきましては、全国的に発生

していることでございます。市区町村ごとによっ

てやり方が変わるというようなことは恐らくない

のではないかというふうに考えてございまして、

国において一定の方針が示されるのではないかと

いうふうに考えてございます。 

 いずれにしましても、お名前の問題でございま

す。我々扱う情報としては、どれも全て重要な情

報として扱うわけでございますけれども、今まで

でしたら、読み方を間違えましたということで

あったかもしれませんけれども、これは振り仮名

法制化ということで、お名前そのものという扱い

になるということでございますので、それに間違

いがあってはならないという認識の下で取り扱っ

てまいりたいというふうに考えてございます。 

 以上です。 

○石谷行政経営部参事 私のほうからは、生活福祉

課のケースワーカーの職員の関係なんですけれど

も、現在任期付職員の募集を行っております。ま
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た正規職員につきましても、次年度以降、採用に

向けて現在追加募集という形で正規職員のその

ケースワーカー、社会福祉士の専門職を有した職

員の募集という形を現在行っております。 

 以上です。 

○井上副委員長 ちょっとだけ教えていただきたい

ことがあるんですけれども、議案書の47ページと

48ページにわたっております障害者自立支援給付

事業と障害時通所給付事業を併せてお聞きしたい

んですけれども、議案説明の際にも、利用者が増

える見込みということで、補正予算をという御説

明だったかなと思うんですけれども、その見込み

をどのような数字を根拠に、その見込みを出され

ているのかなというところを、ちょっと教えてい

ただきたいなと思います。 

 例えば、もう既に申込みとかがあるというよう

なところから、この見込みという数字につながっ

ているのかとか、そういったところをちょっと教

えていただきたいなというところです。 

 あと、先ほども大森委員の質問で、放課後等デ

イサービスに関してはちょっとお答えいただいて

いたんですけれども、主に大きな数字としては、

就労移行支援給付費であったりとか、就労継続支

援給付費、そういったところが大きな数字になっ

てきていると思うんですけれども、こういったと

ころも併せて、分かる範囲でどれぐらいの利用者

さんを見込まれているのかなというところも、

ちょっと併せて教えていただけたらと思います。 

○澁谷委員長 答弁のほうお願いします。 

○野中障害福祉課長 では、お答えさせていただき

ます。 

 障害者の自立支援給付、障害児の通所支援事業、

両方ともなんですけれども、上半期の伸びを見ま

して、このままの伸び率で推移すると想定した場

合に、必要となる額ということで補正額として上

げさせていただいております。 

 今回、増額の補正をお願いしているサービスに

ついては、いずれも前年比10％前後で推移するよ

うなニーズの多いサービスでして、特に就労系の

事業に関しては、就労移行支援は前年比約50％の

増加で、コロナ禍で減少していたものが回復に

よって利用者増ということもあるかもしれないん

ですけれども、もう既に上半期執行率で85％を

使っているというところで、就労移行支援につい

ては、かなり伸びております、今年度。 

 就労Ａ型についても伸びておりますので、そう

いった形で上半期の伸びでという形でさせていた

だいています。 

 就労移行に関しては、当初17名で見込んでいた

ものが、上半期で25名の実績が、月平均の実績が

ありました。その他もそういった形で、当初見込

みよりも決算見込みの額が、人数が増えていると

いった状況です。 

 以上です。 

○井上副委員長 ありがとうございます。 

 こちらの２つの事業に関しては、とても必要な

事業であります、支援だなというふうには認識を

しているんですけれども、年々直近の推移といた

しましても、やはり少しずつ増額されてきている

ような予算だと思うんですが、規模自体が割と大

きな予算にはなりますので、今回のこの補正につ

きましても、予算額の10％、もしくはないしぐら

いの増額にはなってくるのかなと思います。 

 そこで、大きくは国や府の交付金といったとこ

ろで賄えるかと思うんですけれども、一般財源か

らというところで見ても4,000万円ぐらいの増額

にはなるのかなと思います。 

 そこで、こういったなかなか読みづらいという

お話も今ありましたけれども、やはりこの当初予

算の段階でもう少しこの見込みというところを、

詰めて見ていくことというのは、なかなか難しい

かとも思うんですけれども、その点についてもう

一度お聞かせいただけたらと思います。 

○野中障害福祉課長 当初予算につきましては、財

政部局との調整の中で、前年度の決算見込額に、

確実に新規利用の見込まれる人数等を加味して計

上しております。 

 なので、実際には新規利用が新年度始まって

年々増加しているという状況もあります。最初か

ら多めに見積もるべきというような考え方もある

かと思いますが、現状そういった形で当初予算に

ついては、最小限の新規の見込みということで、

これまではさせていただいております。 

 以上です。 
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○澁谷委員長 以上で本件に対する質疑を終結いた

します。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。

――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第７号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○澁谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第７号は、原案のとおり可決されました。 

 ここで途中ですが、喚起のため11時10分まで休

憩いたします。 

午前１１時   休憩 

午前１１時９分 再開 

○澁谷委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、議案第８号「令和５年度大阪府泉南市介

護保険事業特別会計補正予算（第２号）」を議題

とし、質疑を行います。質疑はありませんか。―

―――質疑なしと認めます。 

 以上で本件に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。

――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第８号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○澁谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第８号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第15号「令和５年度大阪府泉南市一

般会計補正予算（第10号）」を議題とし、質疑を

行います。質疑はありませんか。――――質疑な

しと認めます。 

 以上で本件に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。

――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第15号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○澁谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第15号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第16号「令和５年度大阪府泉南市国

民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）」を

議題とし、質疑を行います。質疑はありませんか。

――――質疑なしと認めます。 

 以上で本件に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。

――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第16号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○澁谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第16号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第17号「令和５年度大阪府泉南市介

護保険事業特別会計補正予算（第３号）」を議題

とし、質疑を行います。質疑はありませんか。―

―――質疑なしと認めます。 

 以上で本件に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。

――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第17号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○澁谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第17号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第18号「令和５年度大阪府泉南市後

期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）」

を議題とし、質疑を行います。質疑はありません

か。――――質疑なしと認めます。 

 以上で本件に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。

――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第18号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 
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○澁谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第18号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第19号「令和５年度泉南市下水道事

業会計補正予算（第２号）」を議題とし、質疑を

行います。質疑はありませんか。――――質疑な

しと認めます。 

 以上で本件に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。

――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第19号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○澁谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案

第19号は、原案のとおり可決されました。 

 以上で本特別……。 

 〔「議事進行」の声あり〕 

○田畑委員 ごめんなさいね、委員長、副委員長。

終わりかけで、まだ11時15分なんで、総務産業常

任委員会のところで、議案第10号の部分の人勧の

ところを、共産党さん反対なさって、維新さん、

それは関係おまへんねんな。 

 要は、この補正予算（第10号）で何らかのアク

ションを取るのがすべやと思うんですけれども、

普通に賛成でいっているということは、何か間

違っていると思うんです。 

 これは委員長がどうとか、副委員長がどうこう

じゃなくて、暫時休憩入れていただいて、ちょっ

と正副議長に御相談いただいて、議会運営委員会

になるんかな、分かんないけれども、ちょっと整

理してもらわないと、議会の体が崩れているよう

な気がするんです。 

 だって、委員長裁決まで行ったことなので、

ちょっとおかしいような気がするんで、ちょっと

整理してもらったらありがたいんですけれども、

このまま行くなら行くで構わないんですけれども、

私自身納得できないし、ほかの委員さんも頭の中、

多分はてなマークだらけやと思うんで、ぜひ

ちょっと整理するお時間を取っていただきたいな

と思います。すみません。 

○澁谷委員長 分かりました。 

 〔「議事進行」の声あり〕 

○竹田委員 ただいま田畑委員のほうから議事進行

がございました。そのとおりかと思いますが、し

かしもう委員長のほうで宣告をされまして、先ほ

どの補正予算（第10号）については議決までしま

したので、もうこれは後戻りをすることは僕はで

きないと思います。 

 ですから、粛々と一旦終わらせて、その後で整

理をすると、こういうふうなことでお願いしたい

と思います。 

○澁谷委員長 田畑委員、よろしいですか。 

○田畑委員 はい、結構です。そのとおりです。 

○澁谷委員長 以上で本特別委員会に付託されまし

た議案の審査につきましては、全て終了いたしま

した。 

 委員各位におかれましては、長時間にわたり慎

重なる審査をいただきまして、誠にありがとうご

ざいました。 

 なお、本会議における委員長の報告につきまし

ては、私に一任していただきますようよろしくお

願い申し上げます。 

 これをもちまして、令和５年度予算審査特別委

員会を閉会いたします。御苦労さまでした。 

午前１１時１５分 閉会 

（了） 
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